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附則 

 私たちの静岡県は、霊峰富士をはじめとした美しく変化に富んだ自然と温暖な

気候に恵まれ、茶、魚、果物その他の豊かな物産を産出する暮らしやすい県であ

るとともに、古くから東西交通の要衝の地として、東西日本の文化の交流が盛ん

に行われ、豊かな歴史を刻んできた。これらの風土及び歴史の中で、先人たちが

県内外の様々な人々と交流し、ふれあいながらはぐくんできた個性豊かで多様な

文化が、各地に様々に存在している。 

 これらの文化を未来へと継承し、かつ、新しい価値を見出すことにより新たな

地域文化として創造し、及び発展させていくためには、様々な地域や人々とのつ

ながりや交流を実感し、かつ、産業、まちづくり、教育、福祉等の分野との連携

を図りながら、次代の文化の担い手である子どもをはじめとした文化に関わる様

々な人を育てる環境や仕組みを作っていかなければならない。 

 また、県民の文化に関する価値観や文化との関わり方は、様々であり、持続的

に文化を振興していくためには、県民の自主性が尊重されることを旨としつつ、

文化を創造し、又は享受する活動が尊重されるとともに、それらの活動を理解し、

支援し、仲介する等の文化を支える活動が尊重されなければならない。 

 私たちは、県民すべての幸せと繁栄のために、これらの課題に取り組むことに

よって、静岡県の多様な文化資源を生かし、発展させて、個性豊かで創意と活力

にあふれる地域社会の実現を目指すとともに、文化に関する活動を行う権利を県

民一人ひとりが互いに尊重しあう社会を実現することを決意し、この条例を制定

する。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、文化の振興に関し、基本理念を定め、及び県の役割を明ら



かにするとともに、文化の振興に関する施策（以下「文化振興施策」という｡)

の基本となる事項を定めることにより、文化振興施策の総合的な推進を図り、

もって個性豊かで創意及び活力にあふれる地域社会の実現に寄与することを目

的とする。 

 （基本理念） 

第２条 文化の振興に当たっては、文化を創造し、若しくは享受し、又はこれら

の活動を支える活動（以下これらを「文化活動」という｡)を行うことが県民の

権利であることにかんがみ、県民が等しく文化活動に参加できるような環境の

整備が図られなければならない。 

２ 文化の振興に当たっては、県民一人ひとりの自主性及び創造性が尊重されな

ければならない。 

３ 文化の振興に当たっては、文化の多様性が尊重されるとともに、地域におけ

る多様な文化の共生が図られるよう配慮されなければならない。 

４ 文化の振興に当たっては、文化が地域間における相互理解を深める上で重要

な役割を果たすことにかんがみ、文化に関する情報を広く国内外に発信するな

ど、文化交流が積極的に推進されなければならない。 

５ 文化の振興に当たっては、風土及び歴史に培われてきた地域の伝統的な文化

が、県民の共通の財産としてはぐくまれ、将来にわたり引き継がれるよう配慮

されなければならない。 

 （県の役割） 

第３条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、文化振興施策を総合的に策定

し、及び実施するものとする。 

２ 前項の規定による文化振興施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事

項について十分に配慮しなければならない。 

(1) 文化の内容に介入し、又は干渉することがないようにすること。 

(2) 広く県民の意見が反映されるようにすること。 

(3) 広域的な視点に立ちながら、市町又は文化活動を行う団体（国及び地方公

共団体を除く｡)及び個人（以下「民間団体等」という｡)では実施が困難なも

のに取り組むこと。 

３ 県は、文化振興施策の策定及び実施のために必要な体制を整備するよう努め

るとともに、財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

第４条 県は、地域における文化の振興が市町の本来的な役割であることにかん

がみ、文化振興施策の推進に当たっては、市町との連携に努めるとともに、市

町が文化振興施策を策定し、及び実施するために必要な助言若しくは協力を行



うよう努め、又は市町相互の連携が図られるよう努めるものとする。 

第５条 県は、民間団体等の自主性及び民間団体等が行う文化活動の多様性に十

分に配慮しながら、当該文化活動の相互の連携が促進されるとともに、民間団

体等が行う支援活動（文化活動のうち文化を創造し、又は享受する活動を支え

る活動をいう。以下同じ｡)が促進されるよう、環境の整備その他の支援を行う

ものとする。 

   第２章 文化振興基本計画 

第６条 知事は、文化振興施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、文化の振

興に関する基本的な計画（以下「文化振興基本計画」という｡)を定めるものと

する。 

２ 文化振興基本計画は、文化振興施策の大綱その他文化の振興に関し必要な事

項について定めるものとする。 

３ 知事は、文化振興基本計画を定めるに当たっては、文化振興施策と産業、ま

ちづくり、教育、福祉その他の分野における施策との連携が図られるよう配慮

するものとする。 

４ 知事は、文化振興基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、広く県民の

意見を聴くとともに、静岡県文化政策審議会に意見を求めるものとする。 

５ 知事は、文化振興基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は、文化振興基本計画の変更について準用する。 

   第３章 文化の振興に関する基本的施策 

 （多様な文化資源の把握等） 

第７条 県は、独創的で優れた地域文化の形成等を図るため、地域に根ざした伝

統文化、新たに創造された地域文化その他の本県の多様な文化資源の把握、保

存、継承及び活用の促進、当該文化資源に関する情報の収集及び発信その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

 （文化活動を行う機会の提供等） 

第８条 県は、広く県民が文化活動を行う機会の充実を図るため、文化施設の活

用又は民間団体等との連携による文化活動を行う機会の提供その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化活動の充実等） 

第９条 県は、次代の文化の担い手となる青少年が豊かな人間性を形成し、創造

性をはぐくむことができるようにするため、学校教育における文化活動の充実

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （高齢者等の文化活動が活発に行われるような環境の整備等） 



第10条 県は、高齢者、障害者等が行う文化活動の充実を図るため、これらの者

の文化活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

 （文化を創造する活動への支援等） 

第11条 県は、本県の文化水準の向上に資するとともに、本県の魅力を高め、及

び県民の誇りとなる文化の振興を図るため、世界を視野に入れて文化を創造す

る活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 （支援活動の普及啓発等） 

第12条 県は、民間団体等が行う支援活動が本県における文化の振興に果たす役

割の重要性にかんがみ、その促進を図るため、当該支援活動の普及啓発その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

 （地域産業の振興等に関する情報の提供等） 

第13条 県は、県民の文化活動の促進に資する地域産業の振興を図るとともに、

当該地域産業による地域文化の形成を促進するため、これらに関する情報の提

供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

   第４章 静岡県文化政策審議会 

 （設置及び所掌事務） 

第14条 県に、静岡県文化政策審議会（以下「審議会」という｡)を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

 (1) 文化振興基本計画に関し、第６条第４項に規定する意見を述べること。 

 (2) 知事の諮問に応じ、文化の振興に関する基本的事項について調査審議する

こと。 

 (3) 知事の諮問に応じ、文化振興施策の目標の達成度、効果等について検証し、

及び評価すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、文化の振興に関し必要な事項について調査審

議し、知事に意見を述べること。 

 （組織） 

第15条 審議会は、知事が任命する委員20人以内で組織する。 

 （任期） 

第16条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第17条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。 



２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第18条 審議会の会議（以下この条において「会議」という｡)は会長が招集し、

会長がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

 （部会） 

第19条 審議会に、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。 

 （委任） 

第20条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


